
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 受給資格及び申請と認定 

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例 
 （申請及び認定） 

第３条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の

認定を受けなければならない。 

２ 前項の申請は、手当の支給を受けようとする者が未成年者であると

き、又は本人の意思で申請行為ができないときは、その者と同居して

現にその者を養護している者が代わつて行うことができる。 

３ 市長は、第１項の申請を受けたときは、認定の可否を決定し、その

旨を申請者に通知しなければならない。 

所 管 部 課 係 名 総合福祉部障がい者福祉課給付係 

審 

 

査 

 

基 

 

準 

関 係 条 項 新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例第２条 

 （受給資格） 

第２条 手当は、市内に住所を有する障がい者で、次の各号のいずれか

に該当するものに支給する。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定

する身体障がい者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行

規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める１級又は

２級の身体障がいを有するもの 

⑵ 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１３６５号）

の規定による療育手帳の交付を受けた者で、当該療育手帳に記載さ

れた障がいの程度がⒶ、Ａ又はＢであるもの 

⑶ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定す

る知的障がい者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第１２条に規定する児童相談所において障がいの程度が最重

度、重度又は中度と判定された者 

⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受

けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和

２５年政令第１５５号）第６条第３項の表に定める１級又は２級の

精神障がいを有するもの 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、これらの者と同程度以上の障がいの

状態にあると市長が認める者 

⑹ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令

第２０７号）別表第１に定める程度の障がいの状態にあると市長が

認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、

手当を支給しない。 

⑴ ６５歳以上の者(次に掲げる者を除く。) 

ア ６５歳に達する日の前日において前項各号のいずれかに該当し

ていた者で、同日後も引き続き当該いずれかに該当するもの 

イ 平成２１年１２月３１日以前から引き続き手当(この条例による

手当と同種の手当で、他の市町村(特別区を含む。)が支給するも

のを含む。)を支給されている者 

ウ 平成２１年１２月３１日において前項各号のいずれかに該当し

ていた者のうち、次号から第５号までのいずれかに該当すること

により手当を支給されていなかった者で、同日後において当該い

ずれかに該当しなくなったもの 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

⑵ 規則で定める施設に入所している者 

⑶ 新座市重度要介護高齢者手当支給条例（昭和４８年新座市条例第 



１５号)第４条第１項に規定する重度要介護高齢者手当の受給資格の

認定を受けている者 

⑷ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和３９年法律第１３４

号)第１７条の規定による障がい児福祉手当、同法第２６条の２の規

定による特別障がい者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律

(昭和６０年法律第３４号)附則第９７条第１項の規定による福祉手

当の支給を受けている者(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱

に定める超重症心身障がい児と市長が認める者を除く。) 

⑸ 手当の支給を受ける月の属する年度分の市町村民税が課される者 

新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則 

（申請） 

第３条 条例第３条第１項に規定する申請は、新座市重度心

身障がい者福祉手当受給資格認定申請書により行うものと

する。 

（受給者台帳への登載及び通知） 

第４条 条例第３条第３項の規定により受給資格の認定をし

た者については、新座市重度心身障がい者福祉手当受給者

台帳に登載するものとする。 

２ 条例第３条第３項に規定する通知は、新座市重度心身障

がい者福祉手当受給資格認定・却下通知書により行うもの

とする。 

 

基 準 

（ 未 設 定 の 場 

合はその理由） 

 
 受給資格は、申請月の初日をもって認定月とする。 

 参 考 事 項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 

 設 定 等 年 月 日 平成１１年７月１日設定（令和６年４月１日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（未設定の場合

はその理由） 

総日数 ３０日 

設 定 等 年 月 日 平成１１年７月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


